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⽇本国農林⽔産省とオーストリア共和国連邦農林・地域・⽔資源管理省の間の 
持続可能な森林経営及び⽊材利⽤に関する協⼒覚書（仮訳） 

 
⽇本国農林⽔産省とオーストリア共和国連邦農林・地域・⽔資源管理省（以下、

⽚⽅の場合は「⼀⽅」、両⽅の場合は「双⽅」と表記する。）は、持続可能な森林経
営及び⽊材利⽤における協⼒に関し、 
 

持続可能な森林経営及び⽊材利⽤は、森林が社会や環境にもたらす数多くの効果や
サービスを実現するための重要な基盤であることを認識し、 

 
森林は、環境に優しい建築材料である⽊材と再⽣産可能なエネルギーの原料を提供

するなど、気候変動の緩和に⼤きく貢献することを再確認し、 
 
持続可能な森林経営及び⽊材利⽤は、⽊材の⽣産から流通、消費に⾄るまでの各過

程におけるバリューチェーン全体の雇⽤と収⼊の確保に寄与し、農⼭村地域も都市部
もこの恩恵にあずかっていることを認識し、 
 

こうした恩恵を将来にわたって享受していくため、双⽅にとって共通の利益の追求
に向け協⼒することを認識し、 
 

以下の項⽬について承認する。 
 
第⼀項 ⽬的 

本協⼒覚書（以下「覚書」と表記する。）の⽬的は、双⽅が持続可能な森林経営及び
⽊材利⽤の分野において協⼒を促進することである。 
 
第⼆項 協⼒分野 

本覚書に沿って、双⽅は持続可能な森林経営及び⽊材利⽤の重要性を再認識し、双
⽅にとって共通の利益の追求に向け、以下の内容について有益な交流を実施する意思
を表明する。 
 
a) 持続可能な森林経営及び⽊材利⽤に係る双⽅の政策に関する情報の交換 
b) ⽊造建築はじめ⽊材の利活⽤のイノベーションと技術に関する情報の交換（森林

資源のマテリアル利⽤及びエネルギー利⽤を含む。） 
c）⼭地災害の防⽌と管理に関する情報の交換 
d) 研修、教育、研究に関する情報の交換 
e) 科学、研修、教育⽬的のための⼈的交流の促進 
f）その他双⽅が決定する持続可能な森林経営及び⽊材利⽤の促進に関すること 
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第三項 意⾒の相違の解決 
覚書の内容に関する解釈、実施、実⾏について、意⾒の相違が⽣じた場合、双⽅に

よる協議を通じて友好的に解決し、必要が⽣じた場合は相互の決定によって本覚書に
変更を加えることができる。 
 
第四項 発効、期間、延⻑及び停⽌ 

本覚書は署名⽇に発効し、⼀⽅がもう⼀⽅の署名国に対し、少なくとも 6 か⽉前に
本覚書を終了する意思を書⾯で通知するまで適⽤されるものとする。 

 
第五項 最終規定 
 本覚書はいかなる法的、⾦銭的権利や義務を⽣じさせるものではなく、国際的な合
意とはみなされない。 
 

本覚書は、2024 年２⽉ 26 ⽇に⽇本の東京において 2 つの英⽂の原本に署名され
た。 
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